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大河原町地域公共交通協議会の設置に関する規則  

（平成 23 年 5 月 18 日規則第 16 号）  

 (設置) 

第１条  大河原町における町民の生 活 に 必 要 な 交 通 手 段 の 確 保 を 図 り 、 本

町 の 実 情 に 即 し た 公 共 交 通 に 関 す る 総 合 的 な 計 画 の 策 定 及 び 利 便

性 ・ 経 済 性 の 高 い 公 共 交 通 シ ス テ ム の 構 築 に つ い て 協 議 す る と と も

に 、道 路 運 送 法（ 昭 和 2 6 年 法 律 第 1 8 3 号 ）の 規 定 に 基 づ く 地 域 公 共

交 通 会 議 と し て 町 民 へ の 輸 送 サ ー ビ ス の 向 上 を 図 る た め 、 地 域 公 共

交 通 協 議 会 （ 以 下 「 協 議 会 」 と い う 。 ） を 設 置 す る 。  

 (協 議 事 項 )  

第 ２ 条  協 議 会 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 に つ い て 協 議 す る 。  

( 1 )  本 町 に お け る 地 域 公 共 交 通 の あ り 方 及 び 利 便 の 向 上 に 関 す る

こ と 。  

( 2 )  本 町 に お け る 生 活 交 通 及 び 移 動 手 段 を 確 保 す る た め の 総 合 的

な 地 域 公 共 交 通 に 係 る 計 画 の 策 定 に 関 す る こ と 。  

( 3 )  道 路 運 送 法 施 行 規 則（ 昭 和 2 6 年 運 輸 省 令 第 7 5 号 ）第 ９ 条 の ２

に 規 定 す る 地 域 公 共 交 通 会 議 と し て 、本 町 の 実 情 に 応 じ た 適 切 な

乗 合 旅 客 運 送 の 態 様 、 運 賃 及 び 料 金 に 関 す る こ と 。  

( 4 )  市 町 村 運 営 有 償 運 送 の 必 要 性 及 び 旅 客 か ら 収 受 す る 対 価 に 関

す る こ と 。  

( 5 )  そ の 他 協 議 会 が 必 要 と 認 め る 事 項  

（ 組 織 ）  

第 ３ 条  協 議 会 は 、次 に 掲 げ る 者 を 委 員 と し 、委 員 3 0 人 以 内 で 組 織 す

る 。  

 ( 1 )  町 長 又 は 町 長 の 指 名 す る 者  

( 2 )  町 民 又 は 利 用 者 を 代 表 す る 者  

( 3 )  関 係 す る 公 共 交 通 事 業 者 の 代 表 者  

( 4 )  一 般 旅 客 自 動 車 運 送 事 業 者 の 事 業 用 自 動 車 の 運 転 手 が 組 織 す

る 団 体 の 代 表 者  

( 5 )  国 及 び 県 の 関 係 行 政 機 関 の 職 員  

( 6 )  そ の 他 町 長 が 必 要 と 認 め る 者  

（ 任 期 ）  

第 ４ 条  委 員 の 任 期 は 、 委 嘱 又 は 任 命 の 日 か ら ２ 年 と し 、 再 任 を 妨 げ

な い 。  

２  欠 員 に よ り 新 た に 委 員 と な っ た 者 の 任 期 は 、 前 任 者 の 残 任 期 間 と

す る 。  
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(協 議 会 の 運 営 )  

第 ５ 条  協 議 会 に 会 長 を 置 き 、 第 ３ 条 第 １ 号 に 規 定 す る 者 を 充 て る 。  

２  会 長 は 、 協 議 会 を 代 表 し 、 会 務 を 総 理 す る 。  

３  会 長 に 事 故 が あ る と き は 、 あ ら か じ め 会 長 が 指 名 す る 者 が そ の 職

務 を 代 理 す る 。  

(会 議 )  

第 ６ 条  協 議 会 の 会 議 （ 以 下 「 会 議 」 と い う 。 ） は 、 会 長 が 招 集 し 議

長 と な る 。  

２  会 議 は 、 委 員 の 半 数 以 上 の 出 席 が な け れ ば 開 く こ と が で き な い 。  

３  会 長 が 必 要 と 認 め た と き は 、 委 員 以 外 の 者 を 会 議 に 出 席 さ せ 、 説

明 又 は 意 見 を 聴 く こ と が で き る 。  

４  会 議 は 、 原 則 と し て 公 開 と す る 。  

(庶 務 )  

第 ７ 条  協 議 会 の 庶 務 は 、 企 画 財 政 課 に お い て 処 理 す る 。  

(そ の 他 )  

第 ８ 条  こ の 規 則 に 定 め る も の の ほ か 、 協 議 会 の 運 営 に 関 し 必 要 な 事

項 は 、 会 長 が 協 議 会 に 諮 り 定 め る 。  

附  則  

こ の 規 則 は 、 平 成 ２ ３ 年 ５ 月 ２ ０ 日 か ら 施 行 す る 。  


